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厚労省の検討会が、裁判などで解雇が無効と判断された際の金銭救済制度

の仕組みなどに関する考え方を盛り込んだ最終報告書をまとめた。制度の

導入そのものに反対する労働側の声も根強いなか、法整備への検討を労政

審に預ける形となった。議論のポイントを紹介する。
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